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『まつまえ』の題字は金子�亭先生の揮毫
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蛎
崎
（
松
前
）
氏
が
蝦
夷
地
で

活
躍
し
た
背
景
に
は
、
津
軽
・
秋

田
地
方
に
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て

い
た
安
東
（
藤
）
氏
の
動
向
が
大

き
く
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
今
回

は
安
東
氏
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ

と
に
し
ま
す
。

　

安
東
氏
は 
前  
九  
年 
の 
役 
で
源
頼

ぜ
ん 
く 
ね
ん 

え
き

義
（
義
経
の
會
祖
父
）
と
戦
っ
た

安
倍 
頼
良 
の 
末
裔 
と
い
わ
れ
て
お

よ
り
よ
し 

ま
つ
え
い

り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
は
じ
め
、

執
権
・
北
条 
義
時 
の
代
官
（
蝦
夷

よ
し
と
き

 
管
領 
）
の
任
に
あ
た
り
、
中
頃
に

か
ん
れ
い

は
、
本
拠
地
を
十
三
湊
（
旧 
市  
浦 

し 
う
ら

村
、
現
五
所
川
原
市
）
に
移
し
、

鎌
倉
末
期
に
は
「
日
の
本
将
軍
」

と
称
し
た
ほ
ど
の
繁
栄
を
誇
り
ま

し
た
。
安
東
氏
が
幕
府
か
ら
与
え

ら
れ
た
任
務
は
、
蝦
夷
地
へ
の 
流 る

 
刑
者 
の
現
地
管
理
と
、
津
軽 
外 
が

け
い
し
ゃ 

そ
と

 
浜 
（
陸
奥
湾
の
西
岸
地
域
）
や
十

は
ま三

湊
で
の
交
易
支
配
で
し
た
。

　

十
三
湊
は
岩
木
川
の
河
口
に
発

展
し
た
湊
町
で
、
鎌
倉
時
代
中
頃

の
『 
廻
船
式
目 
』
で
は
、
全
国
三

か
い
せ
ん
し
き
も
く

津
七
湊
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
日

本
海
々
運
の
重
要
な
港
に
な
っ
て

お
り
ま
し
た
。
十
四
世
紀
中
頃
の

作
と
い
う
『 
十  
三  
往  
来 
』
に
は

と 

さ 

お
う 
ら
い

「
夷
船
（
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
船
の

意
）」
と
「
京
船
（
北
陸
方
面
か
ら

の
船
）」
で
に
ぎ
わ
い
、
日
本
海
沿

岸
諸
港
と
蝦
夷
地
と
の
交
易
の
中

継
地
と
し
て
栄
え
て
い
た
様
子
が

記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

松
前
地
方
の
人
々
も
昆
布
や
毛

皮
・ 
干
鮭 
な
ど
を
携
え
、
十
三
湊

か
ら
さ
け

を
訪
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

近
年
、
十
三
湊
の
発
掘
調
査
が

進
め
ら
れ
、
豊
富
な
遺
物
と
と
も

に
、
安
東
氏
の
館
跡
、
家
臣
団
の

屋
敷
群
、
町
屋
や
港
湾
施
設
の
様

子
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

（
図
参
照
）
安
東
氏
は
蝦
夷
地
の

交
易
を
基
盤
に
一
大
勢
力
を
築
い

て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
十
五
世
紀
に
入
る
と

南
部
氏
と
の
対
立
が
激
し
く
な
り
、

安
東
氏
は
戦
い
に
敗
れ
、
十
三
湊

を
捨
て
、
蝦
夷
地
へ
逃
れ
る
事
態

が
生
じ
ま
し
た
。
一
四
三
二
年
と

も
、
一
四
四
三

年
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
も
い
い

ま
す
。
こ
の
戦

火
で
十
三
湊
近

く
に
あ
っ
た
阿

吽
寺
も
焼
か
れ
、

本
尊
の
不
動
明

王
（
道
指
定
有

形
文
化
財
）
と

昭
和
二
九
年
、

盗
難
に
遭
っ
た

 
弥  
勒  
菩  
薩 
像
も
安
東
氏
と
と
も
に

み 
ろ
く 
ぼ 
さ
つ

渡
っ
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り

ま
す
。『 
新 しん 
羅  
之  
記  
録 
』
に
よ
れ
ば
、

ら 

の 

き 
ろ
く

安
東
氏
は
何
度
も
失
地
回
復
を
試

み
る
も
の
の
敗
れ
、
宝
徳
三
（
一

四
五
一
）
年
、 
安
東  
政
季 
は
武
田

あ
ん
ど
う 
ま
さ
す
え

信
廣
・
相
原 
政
胤 
・
河
野
政
通
ら

ま
さ
た
ね

を
従
え
、
下
北
半
島
の
大
畑
か
ら

蝦
夷
地
へ
渡
り
ま
し
た
。

　

康
正
二
（
一
四
五
六
）
年
、
政

季 
が
湊
安 
東
氏
（
秋
田
、
土
崎
湊

み
な
と

を
本
拠
地
と
し
て
い
た
）
の
援
助

に
よ
り 
男  
鹿 
へ
渡
る
時
、「
下
の

お 

が

国
」（
上
磯
・
箱
館
を
勢
力
圏
）
を

弟
の
下
国
家
政
に
預
け
河
野
政
通

を
副
と
し
、「
松
前
」
を
下
国 
定
季 

さ
だ
す
え

に
預
け
相
原
政
胤
を
副
と
し
、「
上

の
国
」
を
蛎
崎 
季  
繁 
に
預
け
武
田

す
え 
し
げ

信
廣
を
副
に
置
い
た
と
い
わ
れ
ま

す
。

　

政
季
の
末
裔
は
、 
能  
代 
湊
を
も

の 
し
ろ

つ 
桧  
山 
に
勢
力
を
張
り
、
桧
山
安

ひ 
や
ま

東
氏
と
称
さ
れ
、
後
に
は
湊
安
東

氏
を
併
合
し
、
戦
国
時
代
を
生
き

延
び
て
、
近
世
に
は
秋
田
氏
と
改

め
、
三
春
藩
（
福
島
県
三
春
）
と

し
て
明
治
ま
で
存
続
し
ま
し
た
。

　

安
東
氏
と
蝦
夷
地
、
蛎
崎
（
松

前
）
氏
と
の
関
係
は
、
桧
山
へ
移

っ
た
後
も
密
接
に
つ
な
が
っ
て
行

き
ま
す
が
、
稿
を
改
め
て
ふ
れ
て

い
き
ま
す
。
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　平成１７年度の町財政については、近年の景気動
向や高齢化の進行などを反映し、歳入においては、
町税をはじめその他収入についても伸びは期待
できず、歳入の約８割が国などからの依存財源で
占められ、その大宗をなす地方交付税も、前年度
において「三位一体の改革」に伴う地方歳出の見
直しにより大幅に削減され、本年度も増加は見込
めない見通しにあり、また財源調整のための基金
も底をつくなど危機的な状況にあります。一方、
歳出においては、事務事業評価の実施や事務事業
の見直しにより経費の削減、効率化に最大限の努
力を続けてきたものの、国の改革による地方交付
税等の削減に追いつかず、平成１７年度は、これま
で以上かつてない対策の実施を余儀なくされて
います。
　このような状況の中、予算編成にあたっては、
事務事業評価及び事務事業の見直しにおいて、協
議・決定されたことを基本としながら、前例・慣
習にとらわれることなく、行政の担うサービス範
囲、水準等をゼロから見直し、歳出経費の徹底し
た削減とあわせ、公平性を保つ町税の確保と受益
者負担等の見直しによる恒常的な歳入の確立や
新たな視点に立った歳入確保を進め、限られてい
る財源の中で、行政の担う役割を効率的に図ると
ともに、財政赤字の危機を乗り切るため、創意と
工夫をもって予算策定に取り組んだところであ
ります。 

��������������

　今日の地方財政は、地方税収入、地方交付税の原資とな
る国税収入が回復傾向にある一方で、景気回復は地域によ
ってばらつきがあり、公債費も高い水準で推移するととも
に社会保障関係経費の自然増等により、依然として大幅な
財源不足が生じる厳しい状況が続いております。
　このため、国において、地方歳出については、「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００３」等に沿って、国
の歳出予算とあゆみを一にして、見直すこととし、中期的
な目標の下で地方財政規模の抑制に努めることにより、財
源不足の圧縮を図りつつ、国と地方の信頼関係を維持しな
がら「三位一体の改革」を着実に推進するため、安定的な
財政運営に必要な地方交付税などの一般財源を確保する
ことを基本とする方針を示したところであります。
　現下の極めて厳しい地方財政及び国・地方を通ずる財政
構造改革の必要性を踏まえると、引き続き、地方公共団体
においては、地方分権にふさわしい簡素で効率的な行政シ
ステムを確立するため、徹底した行政改革の推進とともに
歳出の見直しによる抑制と重点化を進め、歳入面でも自主
財源の積極的な確保策を講じるなど、効率的で持続可能な
財政への転換を図ることが急務とされております。
　しかし一方では、財政の健全化の確保に留意し、それぞ
れの地域経済の状況にかんがみ、個性と工夫に満ちた魅力
ある地方の形成、資源循環型社会構築等の環境施策、少子・
高齢社会に向けた地域福祉施策、生活関連社会資本の整備
等を地域の視点から 積極的かつ総合的に推進し、地域再生
に積極的に取り組むことが求められています。
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歳入歳出差引残額２７,１３９千円のうち繰越明許費繰越額１８千円を除く２７,１２１千円
は、全額財政調整基金に編入した。

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

９.４％９９.０％６０４,４９３６１０,８１９町 税

１.３％１０２.４％８４,９８８８３,０００地方譲与税

０.１％１３０.３％７,３７６５,６６２利子割交付金

１.５％１０２.８％９５,６０５９３,０００地方消費税交付金

０.５％１０４.７％２９,３１７２８,０００自動車取得税交付金

０.４％１００.０％２７,６２６２７,６２６地方特例交付金

４５.１％１０１.５％２,８９５,１０９２,８５３,６９１地方交付税

０.０％１２１.５％７２４５９６交通安全対策特別交付金

０.５％９８.９％３４,４０５３４,７９９分担金及び負担金

２.３％９８.９％１４８,９１０１５０,６０３使用料及び手数料

６.６％９９.３％４２１,９１２４２４,７０１国庫支出金

１６.２％９２.１％１,０４０,４６４１,１２９,７８５道 支 出 金

０.４％１０７.１％２６,４２６２４,６７６財 産 収 入

０.５％１０７.２％３０,７１５２８,６６５寄 附 金

０.２％８.０％９,１６７１１４,６７１繰 入 金

０.０％０.０％００繰 越 金

２.８％１０４.５％１８１,６０６１７３,８４７諸 収 入

１２.２％１０５.４％７７９,４００７３９,６００町 債

１００.０％９８.４％６,４１８,２４３６,５２３,７４１収 入 合 計

������ �������

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

１.１％９８.８％７０,０００７０,８２１議 会 費

４.５％９８.４％２８７,５９３２９２,２４２総 務 費

１１.８％９７.６％７５６,６０３７７５,４６２民 生 費

６.５％９９.４％４１５,１６０４１７,７３０衛 生 費

０.１％９３.９％３,２３３３,４４４労 働 費

２.３％９９.１％１４９,１４９１５０,４９１農林水産業費

１.８％９９.６％１１４,８１５１１５,３０５商 工 費

１７.４％９２.３％１,１０９,０５８１,２０１,８３２土 木 費

６.４％１００.０％４１２,２２２４１２,３３０消 防 費

７.１％９９.４％４５２,０６８４５４,９１０教 育 費

０.０％０.３％５１,４７５災害復旧費

１６.７％１００.０％１,０６７,９６３１,０６８,４６４公 債 費

２４.３％９９.７％１,５５３,２３５１,５５８,２３５職員給与費

０.０％０.０％０１,０００予 備 費

１００.０％９８.０％６,３９１,１０４６,５２３,７４１支 出 合 計
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合 計普 通 財 産行 政 財 産
区 分

建 物土 地建 物土 地建 物土 地

１０１,１６５３１,１９５,４２９３,８２０１５,７４４,９２６９７,３４５１５,４５０,５０３土地及び建物

��������������������������������	���

合 計普 通 財 産行 政 財 産
区分

推定蓄積量面 積推定蓄積量面 積推定蓄積量面 積
�

１９２,９１８
�

１７,４２２,１５４
�

１４７,７２９
�

１２,１９７,３１７
�

４５,１８９
�

５,２２４,８３７山林

�����

金 額区 分金 額区 分

５３,３８０役場庁舎建設基金２６３,８１４財 政 調 整 基 金

７�物 権（ 温 泉 権 ）１９,１７０教育施設整備基金

３０９有 価 証 券２３８ふるさと創生基金

７９,４５５出 資 に よ る 権 利５８,４１２減 債 基 金

１２４,３８１債 権１５８地 域 振 興 基 金

２２,０３０地 域 福 祉 基 金

����������	
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１世帯当た
り 調 定 額

（円）

総人口に対する
１人当たり調定
額　　　（円）

左の１人�当
たり調定額

（円）

納 税
義 務 者
（人・社）

調 定 額
（現年分）

（千円）
税 目

５９,００４
５,６５１

２５,１４１
２,４０８

６８,８０６
１６８,８４６

３,９９７
１５６

２７５,０１７
２６,３４０

町 民 税
　 個 人
　 法 人

４４,７６７１９,０７５４６,５６５４,４８１２０８,６６０純固定資産税

２,２６３９６４５,３８３１,９５９１０,５４６軽自動車税

１５,７０１６,６９０２４,３９４,０００３７３,１８２町たばこ税

１,８４８７８７４,３０６,５００２８,６１３入 湯 税

１２９,２３４５５,０６５－－６０２,３５８合 計
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差 引 現 在 高
 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）

本 年 度平成１４年度末現在高
（Ａ） 償還額（Ｃ）借入額（Ｂ）

７,９６１,０８０８４４,２２３７７９,４００８,０２５,９０３

��������	
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借入金総額　　９００,０００千円 
利　　　率　　年０.３８～１.３７５％
借 入 期 間　　平成１５年１０月２０日～平成１６年５月２７日　　平成１６年３月１８日～平成１６年５月３１日
　　　　　　　平成１６年２月２日～平成１６年５月３１日　　平成１６年３月３０日～平成１６年５月７日
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１ 世 帯
当たり額

（円）

総人口に対する
１人当たり額　

（円）

左の１人�
当 た り 額

（円）

納 税
義 務 者
（人・社）

予 算 額
（現年分）

（千円）
税 目

５２,３６８
６,０９６

２２,７９０
２,６５３

６５,６１１
１９１,８１８

３,７１７
１４８

２４３,８７７
２８,３８９

町 民 税
　 個 人
　 法 人

４４,５３０１９,３７９４６,３８３４,４７１２０７,３７８純固定資産税

２,２９３９９８５,３７９１,９８５１０,６７７軽自動車税

１５,５５８６,７７１１８,１１３,５００４７２,４５４町たばこ税

１鉱 産 税

１,７１２７４５３,９８６,０００２７,９７２入 湯 税

１２２,５５７５３,３３６－－５７０,７４８合 計
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差引現在高
（Ａ）＋（Ｂ）＋
（Ｃ）－（Ｄ）－
（Ｅ）　　　　

本 年 度
平成１５年度末
現 在 高

（Ａ）

償 還 額借 入 額

１０月１日～

３月３１日（Ｅ）

４月１日～

９月３０日（Ｄ）

１０月１日～

３月３１日（Ｃ）

４月１日～

９月３０日（Ｂ）

７,２６３,３９４４４９,３５４５９４,０３２１６７,７００１７８,０００７,９６１,０８０
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 ����������	
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平成１７年３月３１日現在高　６００,０００千円
利　　　　　　　　　率　年０.３８０～０.６８０％
借　　入　　期　　間　平成１６年１０月２１日～平成１７年５月２７日
　　　　　　　　　　　　平成１７年２月１８日～平成１７年５月３１日
　　　　　　　　　　　　平成１７年３月２２日～平成１７年５月９日

※予算執行の状況には平成１５年度からの繰越明許費８３,０９７千円を含む。

予算額に対
する収入額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 収 入 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

９１.４５３０,１６０２６７,９６８２６２,１９２５８０,１３５町 税

７６.３７９,４９０４３,３１８３６,１７２１０４,２００地方譲与税

１１３.３７,２６６５,３８０１,８８６６,４１２利子割交付金

８０.１５９８２８４３１４７４７配当割交付金

１３６.０５９３５９１２４３６株式等譲渡所得割交付金

１００.０１０５,１３４４２,８０３６２,３３１１０５,１３４地方消費税交付金

９９.４２７,７２９１７,５９０１０,１３９２７,９００自動車取得税交付金

１００.０２４,６９８０２４,６９８２４,６９８地方特例交付金

１０２.０２,８１０,１５４９６４,５７０１,８４５,５８４２,７５６,０８８地方交付税

８９.０６３７２７７３６０７１６交通安全対策特別交付金

９７.３４２,４２２２１,５３４２０,８８８４３,６１１分担金及び負担金

９８.１１２５,８３２５６,５８６６９,２４６１２８,２８５使用料及び手数料

４２.０１３９,５４２１１０,４６９２９,０７３３３２,２５３国庫支出金

６６.０５８６,５７５５４１,９２１４４,６５４８８８,３５１道 支 出 金

９２.７２１,４３４１３,９７９７,４５５２３,１２５財 産 収 入

１５６.３１,７４４７２９１,０１５１,１１６寄 附 金

６５.２１３５,８９０１３５,８９００２０８,４６３繰 入 金

１００.０１８０１８１８繰 越 金

９９.２２３１,３４５１８２,４２０４８,９２５２３３,３２６諸 収 入

４２.６３４５,７００１６７,７００１７８,０００８１０,９００町 債

８３.１５,２１６,９６１２,５７４,００９２,６４２,９５２６,２７５,９１４収 入 合 計

������ �������

予算額に対
する支出額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 支 出 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

９８.４６７,６１１３５,０１８３２,５９３６８,７２１議 会 費

９１.３３１０,８８８１６８,６８４１４２,２０４３４０,４４２総 務 費

９５.７７１９,１９７５２８,１２４１９１,０７３７５１,３７０民 生 費

９６.９４２６,０７９２３４,０２８１９２,０５１４３９,６１６衛 生 費

６８.２２,３５９９００１,４５９３,４５７労 働 費

８９.７１３７,３２８６０,７６６７６,５６２１５３,０４６農林水産業費

９１.０８９,７０３２２,２２１６７,４８２９８,５８０商 工 費

８５.８７０２,１０２６０３,０６６９９,０３６８１８,６７５土 木 費

９９.６４１１,９０４１８１,７２６２３０,１７８４１３,６２７消 防 費

８８.８４０６,８７３２１４,６９０１９２,１８３４５８,０３４教 育 費

７５.１７,３０３５,８８０１,４２３９,７１９災害復旧費

９９.８１,２４１,０９２５３８,３２６７０２,７６６１,２４３,００９公 債 費

９９.３１,４６５,５５８６７７,８８３７８７,６７５１,４７６,６１８職員給与費

０.００００１,０００予 備 費

９５.４５,９８７,９９７３,２７１,３１２２,７１６,６８５６,２７５,９１４支 出 合 計
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被保険者１人当たり額１ 世 帯当たり額予算額（現年分）

７４,０８８　円１５４,４４４　円３７７,９２５　千円
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平成１７年３月３１日現在高　３００,０００千円
利　　　　　　　　　率　年０.６％
借　　入　　期　　間　平成１７年３月２２日～平成１７年５月９日

歳入歳出差引歳入不足額３４,９９８千円は、全額翌年度歳入繰上充用金で補てんした。

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

２９.７％１００.０％４０３,９１９４０４,０６８国民健康保険税

４９.３％９３.６％６６９,１２６７１４,８３６国庫支出金

４.９％９３.１％６６,２５５７１,１９２療養給付費交付金

０.８％９２.２％１１,０８５１２,０２４道 支 出 金

４.２％１００.２％５７,２６０５７,１３０共同事業交付金

０.０％０.０％０２財 産 収 入

０.０％０.０％０１寄 附 金

１１.０％９９.６％１４９,５７２１５０,１９６繰 入 金

０.０％０.０％００繰 越 金

０.１％６４.７％１,０５９１,６３７諸 収 入

１００.０％９６.３％１,３５８,２７６１,４１１,０８６収 入 合 計

������ �������

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

１.２％９８.６％１５,９６８１６,１９２総 務 費

６２.２％９８.２％８６７,２０３８８２,６７２保険給付費

２６.０％１００.０％３６１,４９８３６１,４９９老人保健拠出金

４.３％１００.０％６０,５６２６０,５６２介護納付金

２.８％１００.０％３８,４５４３８,４５４共同事業拠出金

０.３％８８.７％３,６５２４,１１８保健事業費

０.０％０.０％０１基金積立金

０.０％４４.９％４７４１,０５５公 債 費

０.３％８９.８％４,５９９５,１２１諸 支 出 金

０.０％０.０％０５４８予 備 費

２.９％１００.０％４０,８６４４０,８６４繰上充用金

１００.０％９８.７％１,３９３,２７４１,４１１,０８６支 出 合 計

������ �������

被保険者１人当たり調定額１世帯当たり調定額調定額（現年分）

８２,８５２　円１７５,６６４　円４２６,６８８　千円
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借入金総額　　５２０,０００千円 
利　　　率　　年１.３７５％
借 入 期 間　　平成１５年１１月２５日～平成１５年１１月２８日
　　　　　　　平成１６年３月３０日～平成１６年５月７日

金 額区 分

６２７診療報酬支払基金出資金

６８国民健康保険事業基金

��������	 �������

予算額に対
する収入額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 収 入 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

８６.９３３８,０３０２１２,０８１１２５,９４９３８８,９７９国民健康保険税

７１.１５１５,２７８３０６,７３１２０８,５４７７２４,９３５国庫支出金

９１.２６９,１９６３７,１６３３２,０３３７５,９０４療養給付費交付金

８１.３１０,１５５７,６８４２,４７１１２,４９４道 支 出 金

１００.２４０,９７７３１,９０７９,０７０４０,９００共同事業交付金

０.００００２財 産 収 入

０.００００１寄 附 金

９６.６１４７,２０８１４７,２０８０１５２,４２６繰 入 金

０.０００００繰 越 金

４０.６２８６２８６０７０４諸 収 入

８０.３１,１２１,１３０７４３,０６０３７８,０７０１,３９６,３４５収 入 合 計
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予算額に対
する支出額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 支 出 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

７２.７９,８６４７,８６４２,０００１３,５７２総 務 費

９２.２７８９,２６６４２４,８８０３６４,３８６８５５,７７９保険給付費

９１.９３４２,７４１１８３,９９８１５８,７４３３７２,８６９老人保健拠出金

９１.７６７,１８７３６,６４１３０,５４６７３,２９５介護納付金

１００.０４０,６２０３０,７３４９,８８６４０,６２０共同事業拠出金

６８.４２,０８８１,４０８６８０３,０５４保健事業費

０.００００１基金積立金

０.００００９４８公 債 費

５.５３７１９１８６７８諸 支 出 金

０.００００５３１予 備 費

１００.０３４,９９８０３４,９９８３４,９９８繰上充用金

９２.２１,２８６,８０１６８５,５４４６０１,２５７１,３９６,３４５支 出 合 計
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予算額に対
する収入額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 収 入 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

８７.８９２４,０００４６８,２１３４５５,７８７１,０５２,９４０支払基金交付金

９０.４４１７,１３２２１８,２５４１９８,８７８４６１,３９８国庫支出金

８９.５１０２,４８１４９,８４９５２,６３２１１４,４９８道 支 出 金

１００.０１１３,００６１１３,００６０１１３,００６繰 入 金

０.０００００繰 越 金

０.００００１２諸 収 入

８９.４１,５５６,６１９８４９,３２２７０７,２９７１,７４１,８５４収 入 合 計

������ �������

予算額に対
する支出額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 支 出 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

９０.０１,５５７,５０２８３１,４１１７２６,０９１１,７３０,４０４医 療 諸 費

９９.９３,４４７３,１０５３４２３,４４９諸 支 出 金

０.００００５予 備 費

１００.０７,９９５０７,９９５７,９９６繰上充用金

９０.１１,５６８,９４４８３４,５１６７３４,４２８１,７４１,８５４支 出 合 計

������ �������
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平成１７年３月３１日現在　借入現在高なし。

被保険者１人当たり額予 算 額

２９,９６６　円９７,４２０　千円
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平成１７年３月３１日現在　借入現在高なし。

予算額に対
する収入額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 収 入 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

１００.３９７,６９９５４,３６４４３,３３５９７,４２０保 険 料

９６.０４８３１１７５０使用料及び手数料

１００.５１６１,７２５７８,９２９８２,７９６１６０,８５９国庫支出金

９１.７１６６,６３５９１,１１６７５,５１９１８１,６８２支払基金拠出金

１０１.６７２,９８２３３,９０６３９,０７６７１,８３５道 支 出 金

１００.０１１０１財 産 収 入

１００.０８５,６５０８５,６５００８５,６５０繰 入 金

１００.０２８,８１９０２８,８１９２８,８１９繰 越 金

８２５.０３３３３０４諸 収 入

９８.０６１３,５９２３４４,０３０２６９,５６２６２６,３２０収 入 合 計

������ �������

予算額に対
する支出額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 支 出 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

９２.５１２,７３７６,７７４５,９６３１３,７６６総 務 費

９０.２５１８,３１９２８３,７３３２３４,５８６５７４,６８１保険給付費

１００.０６３７６３７０６３７財政安定化基金拠出金

１００.０２２,２０８２２,２０８０２２,２０８基金積立金

９９.８１１,９７６１１,９７６０１１,９９６諸 支 出 金

０.００００７５公 債 費

０.００００２,９５７予 備 費

９０.３５６５,８７７３２５,３２８２４０,５４９６２６,３２０支 出 合 計

������ �������
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予算額に対
する収入額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 収 入 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

８８.２４５０２２９２２１５１０サービス収入

１００.０９,２９３９,２９３０９,２９３繰 入 金

１００.０８２０８２８２繰 越 金

９９.４９,８２５９,５２２３０３９,８８５収 入 合 計

������ �������

予算額に対
する支出額
の 割 合
　　　（％）

本 年 度 支 出 済 額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

９８.４９,６５１４,６５２４,９９９９,８０３総 務 費

１００.０８２８２０８２諸 支 出 金

９８.５９,７３３４,７３４４,９９９９,８８５支 出 合 計
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歳入歳出差引歳入不足額７,９９５千円は、全額翌年度歳入繰上充用金で補てんした。

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

６４.１％９８.３％１,０９３,１６１１,１１１,７３２支払基金交付金

２３.１％９４.８％３９３,３９９４１５,１９３国庫支出金

５.７％９５.５％９７,１６８１０１,７６４道 支 出 金

６.０％１００.０％１０１,７６５１０１,７６５繰 入 金

１.１％１００.０％１８,４７０１８,４６９繰 越 金

０.０％３,２６６.７％３９２１２諸 収 入

１００.０％９７.５％１,７０４,３５５１,７４８,９３５収 入 合 計

������ �������

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

９８.４％９７.９％１,６８５,７４６１,７２２,３２５医 療 諸 費

１.６％１００.０％２６,６０４２６,６０５諸 支 出 金

０.０％０.０％０５予 備 費

１００.０％９７.９％１,７１２,３５０１,７４８,９３５支 出 合 計

������ �������

��������	

借入実績なし。

����������������

歳入歳出差引残額２８,８１９千円は、全額翌年度へ繰り越しした。

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

１６.３％１００.７％９７,５８８９６,８７０保 険 料

０.０％１１２.０％５６５０使用料及び手数料

２７.０％１０３.６％１６１,１０２１５５,５２５国庫支出金

２７.９％１０３.３％１６６,６９５１６１,４１９支払基金交付金

１１.４％１０１.８％６８,２５９６７,０７７道 支 出 金

０.０％５０.０％１２財 産 収 入

１３.５％１００.０％８０,４８７８０,４８７繰 入 金

３.９％１００.０％２３,４５５２３,４５５繰 越 金

０.０％１,４５０.０％５８４諸 収 入

１００.０％１０２.２％５９７,７０１５８４,８８９収 入 合 計

������ �������

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

２.９％９４.６％１６,２３１１７,１５１総 務 費

９２.２％９７.７％５２４,４４６５３６,６２２保険給付費

０.１％１００.０％６３７６３７財政安定化基金拠出金

２.８％１００.０％１６,０３５１６,０３５基金積立金

２.０％１００.０％１１,５３３１１,５３３諸 支 出 金

０.０％０.０％０８７公 債 費

０.０％０.０％０２,８２４予 備 費

１００.０％９７.３％５６８,８８２５８４,８８９支 出 合 計

������ �������

������

歳入歳出差引残額８２千円は、全額翌年度へ繰り越しした。

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

４.６％１０７.９％４６６４３２サービス収入

９３.９％１００.０％９,５９０９,５９０繰 入 金

１.５％１００.０％１５８１５８繰 越 金

１００.０％１００.３％１０,２１４１０,１８０収 入 合 計

������ �������

決算総額に
対する決算
額 の 割 合

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

９８.４％９９.５％９,９７４１０,０２２総 務 費

１.６％１００.０％１５８１５８諸 支 出 金

１００.０％９９.５％１０,１３２１０,１８０支 出 合 計

������ �������

��������

被保険者１人当たり額決 算 額

３０,４２０　円９７,５８８　千円
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借入実績なし。
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平成１７年３月３１日現在高　４５０,０００千円
利　　　　　　　　　率　年０.５～１.３７５％
借　　入　　期　　間　平成１６年３月１５日～平成１６年５月３１日
　　　　　　　　　　　　平成１６年３月３１日～平成１６年５月３１日
　　　　　　　　　　　　平成１６年５月３１日～平成１６年１１月３０日
　　　　　　　　　　　　平成１６年６月４日～平成１６年１１月３０日
　　　　　　　　　　　　平成１６年８月５日～平成１６年１１月３０日
　　　　　　　　　　　　平成１６年１１月３０日～平成１７年３月３１日
　　　　　　　　　　　　平成１６年１２月２９日～平成１７年３月３１日

予算額に対
する収入及
び支出額の
割 合
　　　（％）

本年度収入及び支出済額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

１００.３２１２,７７５１０５,７１４１０７,０６１２１２,０７８収益的収入

９７.３１９２,１６７１３２,７６８５９,３９９１９７,４２１収益的支出

－２０,６０８△ ２７,０５４４７,６６２１４,６５７差 引 合 計

���������	
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予算額に対
する収入及
び支出額の
割 合
　　　（％）

本年度収入及び支出済額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

１００.０８,８６５７,５１９１,３４６８,８６５資本的収入

１００.０８５,１０８４３,６１２４１,４９６８５,１０９資本的支出

－△ ７６,２４３△ ３６,０９３△ ４０,１５０△ ７６,２４４差 引 合 計
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予算額に対
する収入及
び支出額の
割 合
　　　（％）

本年度収入及び支出済額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

９８.６１,１２６,６１８６０７,１８３５１９,４３５１,１４２,５２１収益的収入

９９.３１,３５６,７８７７３０,８２６６２５,９６１１,３６６,８７２収益的支出

－△２３０,１６９△１２３,６４３△１０６,５２６△２２４,３５１差 引 合 計

－１,３５７,６９０－－－当年度未処理欠損金

���������	
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予算額に対
する収入及
び支出額の
割 合
　　　（％）

本年度収入及び支出済額

予 算 額科 目
累 計

１０月１日～
　３月３１日

４月１日～
　９月３０日

９２.３１７,７８１３,７８１１４,０００１９,２６８資本的収入

９２.３１７,７８１７,８５２９,９２９１９,２６８資本的支出

－０△ ４,０７１４,０７１０差 引 合 計
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差引現在高
（Ａ）＋（Ｂ）＋
（Ｃ）－（Ｄ）－
（Ｅ）　　　　

本 年 度
平成１５年度末
現 在 高

（Ａ）

償 還 額借 入 額

１０月１日～

３月３１日（Ｅ）

４月１日～

９月３０日（Ｄ）

１０月１日～

３月３１日（Ｃ）

４月１日～

９月３０日（Ｂ）

２４０,２６２６,５６１６,５０７００２５３,３３０
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平成１７年３月３１日現在　借入現在高なし。差引現在高
（Ａ）＋（Ｂ）＋
（Ｃ）－（Ｄ）－
（Ｅ）　　　　

本 年 度
平成１５年度末
現 在 高

（Ａ）

償 還 額借 入 額

１０月１日～

３月３１日（Ｅ）

４月１日～

９月３０日（Ｄ）

１０月１日～

３月３１日（Ｃ）

４月１日～

９月３０日（Ｂ）

３７７,１９２２３,１８５２２,４４１３,４００４１９,４１８
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収入不足額８４,８８０千円は、減債積立金１０,０００千円、過年度分損益勘定留保資金
７３,１６８千円、当年度分消費税地方消費税資本的収支調整額１,７１２千円で補てんした。

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

９９.２％２１４,２５０２１５,８８３収益的収入

９７.６％１９０,３２７１９５,０４２収益的支出

－２３,９２３２０,８４１差 引 合 計

���������	
�� �������

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

１００.０％４１,０６４４１,０６３資本的収入

１００.０％１２５,９４４１２５,９４４資本的支出

－△ ８４,８８０△ ８４,８８１差 引 合 計

��������	
��
 �������

差 引 現 在 高
 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）

本 年 度平成１４年度末現在高
（Ａ） 償還額（Ｃ）借入額（Ｂ）

４１９,４１８５５,１２２２５,９００４４８,６４０
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当年度未処理欠損金１,１２７,２９７千円は、翌年度に繰り越しした。

予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

９９.０％１,１５２,４８８１,１６４,０１７収益的収入

９８.６％１,３５１,９９１１,３７０,６１３収益的支出

－△ １９９,５０３△ ２０６,５９６差 引 合 計

－１,１２７,２９７－当年度未処理欠損金

���������	
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予算額に対
する決算額
の 割 合

決 算 額予 算 額科 目

１００.０％９,９７４９,９７５資本的収入

１００.０％９,９７４９,９７５資本的支出

－００差 引 合 計

��������	
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差 引 現 在 高
 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）

本 年 度平成１４年度末残高
（Ａ） 償還額（Ｃ）借入額（Ｂ）

２５３,３３０８,６７４０２６２,００４
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借入金総額　　６５０,０００千円 
利　　　率　　年０.２～１.３７５％
借 入 期 間　　平成１５年３月３１日～平成１５年５月３０日
　　　　　　　平成１５年５月３０日～平成１５年１１月２８日
　　　　　　　平成１５年６月４日～平成１５年１１月２８日
　　　　　　　平成１５年９月１９日～平成１５年９月３０日
　　　　　　　平成１５年１１月２１日～平成１６年３月３１日
　　　　　　　平成１５年１１月２８日～平成１６年３月３１日
　　　　　　　平成１５年１２月４日～平成１６年３月３１日
　　　　　　　平成１６年１月２１日～平成１６年３月３１日
　　　　　　　平成１６年２月２０日～平成１６年３月３１日

������������

������������

��������	

借入実績なし。
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５
月
１
日
か
ら　

日
ま
で
の
春

１０

の
行
楽
期
の
交
通
安
全
運
動
期
間

中
、
松
前
町
を
観
光
で
訪
れ
る
車

両
や
観
光
客
に
対
し
て
、
各
団
体

に
よ
る
交
通
安
全
指
導
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。

　

写
真
は
大
型
連
休
に
松
前
公
園

の
「
さ
く
ら
」
を
見
る
た
め
来
町

し
た
観
光
客
が
大
型
バ
ス
を
降
り

て
、
役
場
前
の
横
断
歩
道
を
安
全

に
渡
る
た
め
交
通
安
全
指
導
員
が

車
両
等
の
誘
導
を
し
て
い
る
光
景

で
す
。

　

さ
く
ら
祭
り
期
間
中
、
交
通
安

全
指
導
員
８
名
の
方
が
活
動
さ
れ

ま
し
た
。
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５
月
９
日
に
車
両
へ
の
ス
ピ
ー

ド
ダ
ウ
ン
を
働
き
か
け
る
た
め

「
パ
ト
ラ
イ
ト
作
戦
」【
走
行
車
両

に
対
し
て
赤
色
回
転
灯
の
点
滅
に

よ
り
安
全
運
転
を
啓
発
す
る
】
が

江
良
地
区
か
ら
白
神
地
区
ま
で
８

ヵ
所
で
松
前
警
察
署
、
交
通
安
全

協
会
、
交
通
安
全
指
導
員
会
の
協

力
に
よ
り
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

松
前
町
で
は
今
年
４
月
末
ま
で

に
昨
年
一
年
間
と
同
数
の
人
身
事

故
（　

件
）
が
発
生
し
て
お
り
ま

１０

す
。
こ
の
た
め
「
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ

ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
運
動
を
積
極

的
に
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
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　老齢基礎年金の繰り上げ支給を
受けている方が６５歳になったとき、
過去に厚生(船員)年金期間が１年
以上ある場合は年金額が自動改定
されますが、１年未満の方は請求
手続きが必要です。
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　６５歳前や後でも希望の時期から年金を受けられます
が、次のとおり年金額が減額または増額され、生涯こ
の支給率で年金を受けることになります。
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　①特別支給の老齢厚生年金の定額部分の全部または
一部が支給停止されます。６５歳からは両方受けら
れます。

　②遺族厚生年金といずれか一方のみの選択になりま
す。６５歳からは両方受けられます。 

　③寡婦年金は受けられなくなります。
　④請求後、障害になり程度が重くなっても障害基礎

年金は受けられません。
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保険料を納めた期間と免除（猶予）期間を合わせて
２５年以上ある方が、原則として６５歳になったとき支
給されます。

��������	
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事故や病気などで一定の障害が残った状態になっ
たとき支給されます。

������������������
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一家の働き手が家族を残して亡くなった場合に家
族に支給されます。
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今
年
も
、『
さ
わ
や
か
検
診
』
の

時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

　
『
さ
わ
や
か
検
診
』は
町
民
の
み

な
さ
ん
が
、
健
康
管
理
を
行
う
上

で
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
大

切
な
行
事
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
み

な
さ
ん
そ
の
結
果
を
十
分
に
活
用

し
て
い
ま
す
か
？

　

検
診
を
受
け
た
だ
け
で
、
精
密

検
査
が
必
要
と
い
わ
れ
て
も
そ
の

ま
ま
に
し
て
は
い
ま
せ
ん
か
？

　

検
診
を
受
け
る
こ
と
は
健
康
管

理
の
第
一
歩
と
し
て
大
切
で
す
が
、

受
け
た
だ
け
で
は
「
健
康
の
扉
」

を
叩
い
た
だ
け
で
す
。

　

検
診
結
果
を
正
し
く
理
解
し
、

精
密
検
査
を
受
け
、
よ
り
健
康
な

生
活
に
向
け
て
生
活
習
慣
を
改
善

し
て
い
か
な
く
て
は「
健
康
の
扉
」

は
開
き
ま
せ
ん
。

　

松
前
町
の
実
態
と
し
て
、
毎
年

同
じ
検
査
項
目
で
注
意
を
受
け
る

方
が
多
く
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が

長
く
続
く
と
重
大
な
病
気
へ
と
つ

な
が
る
危
険
が
高
く
な
り
ま
す
。

�
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北
海
道
民
は
、
全
国
的
に
み
て

も
肥
満
者
の
割
合
が
高
く
、
都
道

府
県
別
の
統
計
で
第
８
位
で
す
。

体
格
を
あ
ら
わ
す
Ｂ
Ｍ
Ｉ
指
数

（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
指
数
＝
体
重（
㎏
）÷
身

長（
ｍ
）÷
身
長（
ｍ
））
が　

以
上

２５

を
肥
満
と
し
て
い
ま
す
が
、�
�

�
�
�
�
�
�
�
に
あ
り
ま
す
。

平
成　

年
に
は
受
診
者
１
千　

名

１６

９１０

中
�
�
の
方
が
肥
満
を
指
摘
さ
れ

���
ま
し
た
。��
�
�
�
�
�
�
	



と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
太
り
す
ぎ

は
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
習
慣
病
の
温

床
と
な
り
ま
す
。
肥
満
と
い
わ
れ

た
ら
、
食
事
や
運
動
な
ど
の
生
活

習
慣
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
の
検
診
で
糖
尿
病
が

１０

疑
わ
れ
た
方
は
全
体
の　

％
で
し

６.４

た
が
、�
��
�
�
��
�
��

��

���

���

�
�
�
�
�
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
要
指
導
（
糖
尿
病
予
備
群
）
と

い
わ
れ
る
人
も
含
む
と
、
受
診
者

の
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
が

��
み
ら
れ
ま
す
。

　

高
血
糖
＝
糖
尿
病
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
血
糖
値
が

高
い
と
い
わ
れ
た
ら
精
密
検
査
が

必
要
で
す
。

　

全
国
で
行
わ
れ
た
糖
尿
病
実
態

調
査
で
は
、
糖
尿
病
が
強
く
疑
わ

れ
る　

万
人
の
う
ち
病
院
で
治
療

６９０

を
受
け
て
い
る
人
は　

万
人
し
か

２１８

い
ま
せ
ん
。
初
期
の
糖
尿
病
に
は
、

ほ
と
ん
ど
自
覚
症
状
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
、

最
終
的
に
は
死
に
至
る
危
険
が
高

い
病
気
で
す
。

　

糖
尿
病
は
血
糖
値
を
適
正
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
医
師
の
指
示
の
も
と
で
、
食

事
と
運
動
を
基
本
と
し
た
生
活
習

慣
の
改
善
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�
�

　

血
中
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
や
中

性
脂
肪
は
、
高
血
圧
や
心
疾
患
を

引
き
起
こ
す
動
脈
硬
化
の
進
み
具

合
を
調
べ
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い

検
査
で
す
。
当
町
は
、
特
に
女
性

の
高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
増
加
し

て
い
ま
す
。
平
成　

年
に
は
女
性

１０

の
受
診
者
の　

％
が
高
値
で
し
た

２５

が
、�
�
�
�
�
��
�
�
	�
��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
����

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

検
診
で
は
こ
の
他
に
も
、
肝
機

能
、
腎
機
能
、
貧
血
な
ど
を
検
査

し
て
い
ま
す
。「
検
診
」を
受
け
て

見
え
な
い
敵
（
病
気
）
を
退
治
す

る
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
に
し
て
く
だ

さ
い
。

　

今
年
よ
り
検
診
の
実
施
機
関
が

町
立
松
前
病
院
に
な
り
ま
し
た
。

詳
し
い
日
程
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

健
康
づ
く
り
推
進
員
に
よ
り
、
み

な
さ
ん
の
家
庭
に
配
布
さ
れ
る
さ

わ
や
か
検
診
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
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７
月　

日
（
土
）
〜　

日
（
日
）
１
泊
２
日

２３

２４

�
�
�
�
　

　

木
古
内
町
鷹
取
球
場
ほ
か

�
��
�

　

野
外
キ
ャ
ン
プ
・
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
・
き
も
だ
め
し
な
ど

�
�
�
�
�
�
�
�

　

小
学
４
年
〜
６
年
生
（
先
着　
　

名
）

２０

　

参
加
経
費
は
、
二
千
円

�
�
�
�
�
�
�

　

６
月　

日
（
金
）
ま
で

２４

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

教
育
委
員
会
教
育
振
興
課
社
会
教
育
係（�
②
３
０
６
０
）

 

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
��
�
　

　
　

６
月　

日
（
土
）・　

日
（
日
）　

午
前
９
時　

分
〜

１８

１９

３０

�
�
�
�
�
　

町
民
野
球
場

�
�
�
�
�

　
　

木
古
内
・
知
内
･
福
島
･
松
前
各
中
学
校

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
��
�
　

６
月　

日
（
火
）

２８

�
�
�
�
�
�
�

�
�
町
民
野
球
場

�
�
�
�
�
�
�

�
�
松
前
中
学
校
体
育
館

�
��
�

�
�
町
民
体
育
館

��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
														
















�
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６
月　

日
（
土
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

２５

　
　
　
　

日
（
日
）
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

２６

�
�
�
�

　

町
民
総
合
セ
ン
タ
ー
（
産
業
実
習
室
）

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
��
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�
�
�
�
�
�

　

松
前
地
区
文
団
協

　
　

川
内
谷　

辰
子
（�
②
２
０
０
６
）
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��������������������
��������������������
��������������������
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��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
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町
と
渡
島
保
健
福
祉
事
務
所
児

童
相
談
部
（
函
館
児
童
相
談
所
）

に
よ
る
巡
回
児
童
相
談
を
次
の
日

程
で
行
い
ま
す
。

　

こ
と
ば
が
伸
び
な
い
、
友
達
と

う
ま
く
遊
べ
な
い
な
ど
、
お
子
さ

ん
の
発
達
に
心
配
が
あ
り
相
談
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
６
月　

日
１０

（
金
）
ま
で
に
、
役
場
健
康
福
祉
課

保
健
師
（�
②
２
２
７
５
）
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●��
�

　

６
月　

日
（
火
）・　

日
（
水
）

２１

２２

　

午
前　

時
〜

１１

　

※
時
間
は
予
約
制
で
す
。

●��
�

　

町
民
総
合
セ
ン
タ
ー

　

町
で
は
、
６
月
に
み
な
さ
ん
の

お
宅
に
平
成　

年
度
集
合
主
税

１７

（
町
・
道
民
税
、
固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
、国
民
健
康
保
険
税
）

の
納
税
通
知
書
を
送
付
い
た
し
ま

す
。

　

納
期
は
、
６
月
か
ら
３
月
ま
で

の　

期
で
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お

１０
り
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

納
入
は
、
定
め
ら
れ
た
期
日
ま

で
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
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町
で
は
、
集
合
主
税
を
納
め
や

す
く
す
る
た
め
に
『
納
税
貯
蓄
組

合
へ
の
加
入
』
を
勧
め
て
い
ま
す
。

　

加
入
さ
れ
る
場
合
は
、
ご
近
所

の
納
税
貯
蓄
組
合
へ
申
し
込
む
か

ま
た
は
、
役
場
税
務
管
財
課
へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
め
忘
れ
な
ど
を
無
く

す
る
た
め
に
、
口
座
振
替
を
お
勧

め
し
ま
す
。

　

毎
月
金
融
機
関
な
ど
へ
行
く
手

間
が
は
ぶ
け
、
一
度
手
続
き
す
る

と
翌
年
度
か
ら
の
分
も
自
動
的
に

引
き
落
し
さ
れ
、
毎
年
継
続
さ
れ

ま
す
。

　

利
用
さ
れ
る
方
は
、
預
貯
金
通

帳
と
印
鑑
及
び
納
付
書
を
持
参
の

う
え
、
役
場
・
各
支
所
・
町
内
の

金
融
機
関
ま
た
は
郵
便
局
へ
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
役
場
税
務
管
財
課

（�
②
２
２
７
５
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
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集
合
主
税
の
納
入
に
つ
い
て
は
、

各
地
区
の
納
税
貯
蓄
組
合
な
ど
の

ご
協
力
を
得
て
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
町
で
は
、
さ
ら
に

み
な
さ
ん
が
円
滑
に
納
税
で
き
る

よ
う
に
今
年
度
も
毎
月
出
張
収
納

所
を
開
設
し
ま
す
。

　

日
程
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

に
毎
月
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

の
で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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�
�
�
�
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� � � � � � � � �
　函館赤十字血液センターの移動採血車「ひまわり号」が、松前町で
次の日程のとおり献血を行いますので、ご協力をお願いします。

����������������

９：００～１１：００建石　海上自衛隊前　
６月２２日（水） １２：３０～１３：３０大磯　町立松前病院横

１４：１０～１６：００福山　松前町役場横　

������

�������

　・年　　齢　１６歳～６９歳（６５歳以上は献血経験のある方）
　・体　　重　男性４５㎏、女性４０㎏以上
　・最高血圧　９０mmHg以上
��������

　・輸血を受けたことのある方
　・妊娠中又は６ヶ月以内に妊娠したことのある方
　・授乳中の方
　※２００mlと４００ml献血がありますので、問診時に申し出てください。
��������

　役場健康福祉課健康づくり係　�２－２２７５
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　町では、皆さんが加入している郵便局の簡易生命

保険資金の一部を運用し、町のさまざまな施設の整

備を行っています。

　平成１６年度は、次の事業を実施し、総額６,９１０万円

の融資を受けています。償還年数は、２０年（うち元

金の据置きは３年）です。

��������	
�

���������������������������

���������	
��
������������

���������
　５月１０日、国勢調査松前町実施本部を役場内に設

置し、本部長の前田町長が２階小会議室前に実施本

部の看板を掲げスタートしました。

　５年ごとに行われる国勢調査は今年の１０月１日現

在で実施され地方交付税の算定や各種計画の基礎資

料として使われます。

　当町では、約１００名の調査員が各世帯を訪問して調

査する予定で、新規調査項目も追加されています。

　実施本部設置に当たり前田町長は「準備万端進め

ていきたい」と述べました。

�
�
�
�
�

　

小
学
校
第
３
学
年
修
了
前
の
児

童
（
満
９
歳
の
年
度
末
ま
で
）
を

養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。（
公
務
員
に
つ
い
て
は
、勤
務

先
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。）た
だ

し
、
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
上

の
場
合
、
所
得
制
限
に
よ
り
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

�
�
�
�
�
�

・
第
１
子　
　
　
　

５
千
円

・
第
２
子　
　
　
　

５
千
円

・
第
３
子
以
降　
　

１
万
円

�
�
�
�
�
�
�

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児

童
（
満　

歳
の
年
度
末
ま
で
）
を

１８

育
て
る
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

父
母
の
離
婚
、
父
の
死
亡
、
父

の
生
死
不
明
、
父
が
重
度
の
障
害
、

父
が
一
年
以
上
の
遺
棄
ま
た
は
拘

禁
、
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生

ま
れ
た
児
童
。

　

た
だ
し
、
公
的
年
金
を
受
給
し

て
い
な
い
等
の
支
給
要
件
及
び
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

身
体
、
精
神
に
一
定
の
障
害
の

あ
る　

歳
未
満
の
児
童
を
育
て
る

２０

父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。

※
各
手
当
の
申
請
等
詳
し
く
は
、

役
場
健
康
福
祉
課
福
祉
サ
ー
ビ
ス

係
（�
②
２
２
７
５
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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所得制限限度額
扶養親族等の数

特例給付児童手当
４６０万円３０１万円０人
４９８万円３３９万円１人
５３６万円３７７万円２人
５７４万円４１５万円３人
６１２万円４５３万円４人
６５０万円４９１万円５人
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日
本
に
働
き
場
所
を
求
め
て
来

日
し
た
外
国
人
の
相
当
数
が
不
法

に
滞
在
を
続
け
て
お
り
、　

数
万

２０

人
の
外
国
人
不
法
滞
在
者
が
い
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
比
例
し
て
、
不
法
滞
在

者
に
よ
る
殺
人
、
強
盗
、
密
輸
な

ど
の
凶
悪
な
犯
罪
が
増
加
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
外
国
人
労
働
者
に
よ
る

不
法
就
労
事
犯
は
、
違
法
な
派
遣

事
業
等
を
行
っ
て
い
る
ブ
ロ
ー

カ
ー
等
に
よ
り
組
織
的
に
敢
行
さ

れ
、
そ
の
手
口
は
悪
質
・
巧
妙
化

し
て
い
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
や
正
規
な
手
続

き
で
日
本
に
来
て
い
る
外
国
人
が
、

犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
不
法
滞
在
者
に
よ
る

犯
罪
の
防
止
に
皆
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●�
�
�

松
前
警
察
署
（�
②
３
１
１
０
）

�
�
�
�
�
���
�
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日
本
人
女
性
の
乳
が
ん
発
生
数

は
年
々
増
加
し
、
昨
年
３
万
５
千

人
を
越
え
、
大
腸
が
ん
、
胃
が
ん

を
抜
い
て
第
１
位
に
な
り
ま
し
た
。

　

厚
生
労
働
省
は
Ｍ
Ｍ
Ｇ
＝
マ
ン

モ
グ
ラ
フ
ィ
（
乳
腺
Ｘ
線
撮
影
検

査
）
実
施
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し

て
、　

歳
以
上
の
女
性
に
つ
い
て

４０

は
、
２
年
に
１
回
の
視
触
診
と
Ｍ

Ｍ
Ｇ
併
用
法
に
よ
る
検
診
を
提
唱

し
て
い
ま
す
。

　

Ｍ
Ｍ
Ｇ
は
、
良
い
画
像
を
得
る

た
め
に
乳
房
を
圧
迫
板
で
固
定
し

乳
腺
を
広
げ
て
撮
影
し
ま
す
。
受

診
者
に
よ
っ
て
は
痛
み
を
訴
え
最

適
な
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
で
撮
影
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
閉
経

前
の
人
は
、
月
経
前
や
月
経
中
に

乳
腺
が
張
っ
て
し
こ
り
と
間
違
え

た
り
痛
み
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
乳
腺
が
柔
ら
か
い

月
経
が
終
わ
っ
た
後
の
５
日
前
後

に
受
診
さ
れ
る
の
が
良
い
と
思
い

ま
す
。

　

Ｍ
Ｍ
Ｇ
は
波
長
の
長
い
Ｘ
線
で

撮
影
す
る
た
め
、
普
通
の
Ｘ
線
で

は
写
ら
な
い
小
さ
な
腫
瘤
や　

ミ
０.５

リ
ほ
ど
の
微
細
石
灰
化
ま
で
捉
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

乳
房
の
発
達
し
て
い
る
若
年
層
で

は
Ｘ
線
診
断
が
困
難
な
場
合
も
あ

り
ま
す
。

　

超
音
波
診
断
は
乳
腺
組
織
と
腫

瘤
と
の
エ
コ
ー
レ
ベ
ル
の
差
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
有
用
で
す
。
が

ん
年
齢
が
若
年
化
し
て
い
る
近
年
、

医
師
に
よ
る
視
触
診
、
Ｍ
Ｍ
Ｇ
だ

け
で
は
充
分
と
言
え
ず
、
最
近
は

超
音
波
診
断
を
加
え
た
３
つ
が
基

本
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

視
触
診
に
よ
る
乳
が
ん
発
見
率

は　

％
で
す
。
視
触
診
と
Ｍ
Ｍ
Ｇ

０.０８
を
施
行
す
る
と　

％
〜　

％
に
な

０.２４

０.４

り
、
さ
ら
に
超
音
波
診
断
を
加
え

る
と　

％
の
が
ん
が
発
見
さ
れ
る

０.５４

と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。
当
院

で
は
こ
の
３
つ
の
検
査
が
初
診
時

に
全
て
で
き
る
状
態
に
あ
り
ま
す
。

　

乳
が
ん
を
早
期
発
見
す
る
に
は
、

自
覚
症
状
が
な
く
視
触
診
で
も
分

か
ら
な
い
時
期
に
Ｍ
Ｍ
Ｇ
、
超
音

波
診
断
で
が
ん
を
発
見
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

乳
が
ん
は
２
セ
ン
チ
以
内
、
脇

の
下
の
リ
ン
パ
節
が
触
れ
な
い
段

階
で
発
見
で
き
れ
ば　

％
以
上
が

８０

治
っ
て
し
ま
う
病
気
で
す
。
自
己

検
診
の
み
な
ら
ず
、
医
師
に
よ
る

乳
が
ん
検
診
を
年
に
１
度
は
う
け

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

松
前
町
立
松
前
病
院

診
療
放
射
線
科
長　

宮
川　

照
平

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

����������������������
採用試験の概要は次のとおりです。
●����
　昭和６０年４月２日～昭和６３年４月１日生まれの者
●������
　平成１７年６月２１日（火）～平成１７年６月２８日（火）
●�����
　人事院北海道事務局
　〒０６０－００４２　札幌市中央区大通西１２丁目

（�０１１－２４１－１２４８）
●�����
　平成１７年９月４日（日）　教養試験、適性試験、作文試験
　※合格発表……平成１７年１０月７日（金）
●�����
　平成１７年１０月１３日（木）～平成１７年１０月２０日（木）まで
　のうち指定する１日　人物試験、身体検査
●������　　平成１７年１１月１０日（木）

※詳しくは、札幌国税局人事第二課人事専門官（採用担当）
（�０１１－２３１－５０１１内線２３１５）または、函館税務署総務課
（�０１３８－３１－３１７１）へお問い合わせください。

��������	
��
����������	
��
��
　大千軒岳登山会に参加し、ブナの天然林や高山植物の自然
に触れ心地よい汗をかき、頂上からの素晴らしい眺望を体験
してみませんか！
����　６月１２日（日）午前７時３０分（役場前集合）
����　申し込み先着５０名（登山口まで各自自家用車にて

参加できる方）
� � �　傷害保険料　２００円（当日徴収します）
�����役場前発（８：００）～登山口着（９：１５）～新道登山口

発（９：３０）～大千軒岳山頂着（１１：００）～（休憩）～千
軒平着（１１：４０）昼食（休憩）～千軒平発（１２：４０）～
大千軒岳頂上（１３：２０）～（休憩）～大千軒岳頂上着
（１３：３０）～新道登山口着（１４：４０）～登山口発（１５：
００）～役場前着・解散（１６：０５）

����　雨具（防寒）、昼食、水、行動食（予備食）は個
人装備で必ず用意すること。

��������	
��
�

　　　　　６月８日（火）まで
　　　　　役場まちづくり観光課（�２－２２７５）
�����　松前高校同窓会・渡島西部森づくりセンター・
　　　　　　松前町教育委員会・松前観光協会・松前町
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児
童
虐
待
等
疑
い
の
あ
る
も
の

に
つ
い
て
市
町
村
が
新
た
に
通
告

先
と
さ
れ
ま
し
た
。

��
�
�
�
�
�
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次
の
よ
う
な
行
為
を
見
か
け
た
、

あ
る
い
は
虐
待
を
受
け
て
い
る
と

思
わ
れ
る
児
童
を
発
見
し
た
ら
通

報
し
て
く
だ
さ
い
。

　

虐
待
を
発
見
し
た
と
き
に
通
告

を
す
る
こ
と
は
、
国
民
一
人
ひ
と

り
の
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

心
配
だ
、
不
安
だ
と
思
っ
た
と

き
は
、
そ
の
ま
ま
見
過
ご
さ
な
い

で
、
通
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
通
告
者
の
氏
名
等
に
つ

い
て
は
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
、

明
か
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
安
心
く
だ

さ
い
。　

�
�
�
�
�
�
　

　

叩
く
、
蹴
る
、
殴
る
等
身
体
に

傷
を
負
わ
せ
た
り
、
生
命
に
危
険

を
及
ぼ
す
よ
う
な
行
為
を
す
る
こ

と
。

�
�
�
�
�
　
　
　

　

子
ど
も
に
わ
い
せ
つ
行
為
を
す

る
こ
と
や
、
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�

　

子
ど
も
の
心
身
の
健
や
か
な
成

長
を
そ
こ
な
う
な
ど
の
不
適
切
な

養
育
・
監
護
の
怠
慢
・
あ
る
い
は

子
ど
も
の
安
全
に
対
す
る
重
大
な

不
注
意
や
無
関
心
を
言
い
、
同
居

人
に
よ
る
虐
待
行
為
の
放
置
な
ど

も
含
ま
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

　

言
葉
に
よ
る
脅
か
し
や
拒
否
的

態
度
な
ど
で
子
ど
も
の
心
を
傷
つ

け
る
行
為
の
こ
と
で
、
子
ど
も
の

目
の
前
で
家
庭
内
暴
力
を
行
う
こ

と
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
　

�
�
�
�
�
�
�
（
緊
急
な
と
き

は
、
夜
間
・
土
日
・
祝
祭
日
で
も

結
構
で
す
。）

・
役
場
健
康
福
祉
課　

　
�
２－

２
２
７
５

・
函
館
児
童
相
談
所

　
�
０
１
３
８－

　

－

４
１
５
２

５４

・
渡
島
保
健
福
祉
事
務
所

　

子
ど
も
・
保
健
推
進
課　

　
�
０
１
３
８－

　

－

９
０
０
０

４７
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（「
松
前
建
て
直
し
町
民
会
議
」
の
委
員
募
集
は
終

了
し
ま
し
た
が
、
会
議
の
傍
聴
は
で
き
ま
す
の
で
、

関
心
の
あ
る
方
は
、
役
場
政
策
推
進
室
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）
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�������
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道
で
は
、
母
子
家
庭
の
母
の
雇

用
の
安
定
及
び
就
職
の
促
進
を
図

る
た
め
次
の
給
付
金
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
な
お
、
給
付
を
希

望
さ
れ
る
方
は
渡
島
保
健
福
祉
事

務
所
で
必
ず
事
前
相
談
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

◇
就
職
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
た

め
に
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
て

い
る
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た

場
合
、
受
講
に
要
し
た
経
費
の　
４０

％
（
た
だ
し
、　

万
円
を
上
限
と

２０

し
、
８
千
円
を
超
え
な
い
場
合
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）
が
支
給
さ
れ

る
事
業
で
す
。

�
�
�
�
�

・
雇
用
保
険
制
度
の
指
定
教
育
訓

練
講
座
（
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
最
寄

り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
渡
島
保
健

福
祉
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。）

�
�
�
�
�
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�
�
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�
	



�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

◇
看
護
師
や
介
護
福
祉
士
な
ど
の

資
格
取
得
の
た
め
、
２
年
以
上
養

成
機
関
等
で
修
業
す
る
場
合
に
、

修
業
期
間
の
最
後
の
３
分
の
１
の

期
間
に
つ
い
て
、
生
活
の
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
、
月
額　

万
３

１０

千
円
（　

ヵ
月
を
上
限
）
が
支
給

１２

さ
れ
る
事
業
で
す
。

�
�
�
�
�

・
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
保
育

士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士

な
ど

�
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�
�
�
�
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渡
島
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
福

祉
部　

子
ど
も
・
保
健
推
進
課

子
ど
も
未
来
係

　

函
館
市
美
原
４
丁
目
６－

　
　１６

　

渡
島
合
同
庁
舎
内

　
�
０
１
３
８－

　

－

９
０
０
０

４７
（
内
線
３
６
７
１
）

　
�
０
１
３
８－

　

－

９
２
１
９

４７

�
��
�
�
�
��
�
	


��

▽
山
内
英
敬（
松
前
病
院
副
院
長
）

�
��
�
�
�
�
�
	


�

▽
松
前
病
院
副
院
長
・
能
戸
久
哉

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
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◇
金
一
封

○
高
橋　

敬
子　

様
（
字
江
良
）

○ 

谷　

て
つ　

様
（
字
豊
岡
）

○
合
資
会
社　

旭
商
店

　
　
　
　
　

高
橋　
　

努　

様

�
�
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�
�
�
�
�
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　移動町長室は、町長自らが広く町民の皆様方の声を伺うために開設
するものです。
　どうぞお気軽にお越しください。お待ち申し上げております。

�����

�������������	
����
����
����

���������	��
��
�������������

���������	
����
��������������
(http://w

w
w
.kyufu.javada.or.jp/

kyuufu/jsp/index.jsp)

�
�
�
�
��
��
�
�
�

� �

�����

字館浜　�山 菜  々   美 （一計）
な な み

字大磯　小野寺 涼太 （ 勝 ）
りょうた

字福山　佐藤　 成  美 （友哉）
なる み

字福山　永田　 優  羽 （ 拓 ）
ゆ う

字豊岡　田中　　 優 （建一）
ゆう

字豊岡　對馬　 礼  央 （健一）
れ お

�����

字江良　福井鐵三郎（７８）

字江良　本間　由松（６５）

字清部　佐々木豊子（７５）

字静浦　滝谷　ノブ（８６）

字館浜　小野寺次男（６８）

字大磯　工  太郎（９２）

字大磯　小林彰一郎（８１）

字福山　横山　雪江（８３）

字豊岡　高橋　テル（８７）

字大沢　柏木　　進（８０）

字大沢　片山キヨコ（９１）

字大沢　平田　光成（５３）

字大沢　村井　幸一（６４）
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